
参加者の有無を確認する公募手続に係る説明書 
 
１ 目的 

特定の者と随意契約しようとする本業務について、特定の者以外で下記の応募要件を

満たし、本業務の受託を希望する者の有無を確認するため、参加意思確認書の提出を公

募により求めるものです。 
なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる者が１者の場合には、相手方を特

定した随意契約の手続に移行する予定です。 
応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合には、当該応募者に対して、企画競

争を実施する予定です。 
 

２ 業務の概要 
（１） 委託名    岡山市精神障害者ピアサポート活動支援事業委託 

（２） 業務内容  別紙仕様書のとおり 
（３） 業務目的    自身に精神障害のある当事者（ピア）による相談、支援や普及啓発

が、精神障害者の不安解消等に有効であることから、市内で活動し

ているピアサポーターを市内の精神障害者、医療機関、相談支援事

業所等へ派遣し、地域移行・地域定着を促進するとともに、新たに

ピアサポーターを養成することで、地域のピアサポーターの確保と

活動の活性化を図ることを目的とする。 
（４） 委託期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  
３ 応募要件 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 167 条の 4 及び岡山市契約規則

（平成元年市規則第６３号）第 2 条第 1 項に掲げる者でないこと。 
（２） 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について（昭和 61 年市告示 120

号）に基づき岡山市一般競争（指名競争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有

資格者名簿」という。）の「役務部門」に登載されていること。 
（３） 委託事務事業の執行の適正化に関する規程（昭和５８年市訓令甲第２０号）第１

０条第１項及び第２項に定める市内業者又は準市内業者（市内扱い業者含む）の

いずれかであること。 
（４）精神保健福祉士の資格を有している者を１名以上配置できること。 
（５）参加意思確認書の提出日において、岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指

名留保期間中でないこと。 
 
 



４ 日程及び期限 

  内容 日程・期限 

説明書等の交付 公示日～令和８年１月２８日(水) 

説明書等に関する質問受付 令和８年１月１５日(木)午後５時まで 

説明書等に関する質問回答 令和８年１月２１日(水)午後５時掲載 

参加意思確認書の提出 令和８年１月８日(木)～令和８年１月２８日(水)まで 

各日午前９時から正午、午後１時～午後５時 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休

日を除く。） 

企画提案書の提出予定期限※１ 令和８年２月２６日(木) 

※１ 応募要件を満たす者が複数いる場合のみ。企画競争を実施する場合には、別途、

お知らせします。 

 
５ 説明書等に関する質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

    電子メールで、メールの件名を「【参加者確認質問】岡山市精神障害者ピアサポ

ート活動支援事業委託」として、岡山市保健福祉局健康衛生部保健管理課へ提出す

ること。 

    電子メール：hokenkanrika-seishinhoken@city.okayama.jp 

（２）回答方法                      

     岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・

その他）へ掲載します。 

    ホームページアドレス：

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/category/5-3-13-1-17-0-0-0-0-0.html 

 
６ 参加意思確認書の提出 

（１）提出書類  
・参加意思確認書（様式１） 
・配置予定職員報告書（様式２） 

（２）提出方法 
持参のみ。 

 （３）提出場所 
岡山市保健福祉局健康衛生部保健管理課 

 

７ その他留意事項 

（１）参加意思確認書が提出期限までに到達しなかった場合は、参加意思確認書を無効 
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とします。 

（２）参加意思確認書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

（３）提出された参加意思確認書は、返却しません。 

（４）提出された参加意思確認書は、参加意思確認書の審査以外に提出者に無断で使用 

はしません。 

（５）提出期限以降における参加意思確認書の差替え及び再提出は認めません。 

（６）参加意思確認書に記載した配置予定技術者は、変更することはできません。 

（※配置予定技術者を必要とする場合のみ） 

（７）参加意思確認書に虚偽の記載をした場合は、当該参加意思確認書を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等を行うことがあります。 

（８）応募要件を満たさないとの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起

算して７日（岡山市の休日を定める条例（平成元年市条例第 44 号）第 1 条に規定

する市の休日を除く。）以内に、書面により、当課に対し応募要件を満たさない

とされた理由についての説明を求めることができるものとします。 

（９）応募要件を満たさないとされた理由についての説明を求められたときは、説明を

求めることができる最終日から起算して１０日以内に、書面等により回答するも

のとします。 

（10）本手続は、予算その他本市の事情により中止する場合があります。 

 

 
【提出先・問い合わせ先】 

  岡山市保健福祉局健康衛生部保健管理課（岡山市保健福祉会館７階）担当：杉之原 

  〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 

  電話：(086)803-1251 

   FAX：(086)803-1756 

  電子メール：hokenkanrika-seishinhoken@city.okayama.jp 
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